
（６）　予算流・充用の状況
　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

 3職員手当等 364,346 4,710 369,056（一般職員給与費）予備費充用4,710

 8報償費 2,397 50 2,447（人権啓発推進事業）14節から流用50

11需用費 36,808 △ 1,097 35,711（共通消耗品集中管理事業）25節へ流用△1,097

13委託料 34,784 1,681 36,465（市内公共交通実証運行事業）14節から流用14
（市内公共交通実証運行事業）

22節から流用1,667

14使用料及び 5,229 △ 64 5,165（人権啓発推進事業）8節へ流用△50
　賃借料 （公用バス借上経費）13節へ流用△14

22補償、補填 83,571 △ 1,667 81,904（市内公共交通実証運行事業）
　及び賠償金 13節へ流用△1,667

25積立金 1,043 1,097 2,140（市民協働推進事務費）11節から流用1,097

11需用費 16,524 △ 303 16,221（広報広聴事業）13節へ流用△303

13委託料 14,987 303 15,290（広報広聴事業）11節から流用303

11需用費 60,299 △ 2,057 58,242（庁舎維持管理事業）
８目　ふれあいセンター費11節へ流用△2,057

13委託料 56,123 △ 27 56,096（庁舎維持管理事業）22節へ流用△27

22補償、補填 0 27 27（財産管理事務費）13節から流用27
　及び賠償金

11需用費 1,315 2,057 3,372（ふれあいセンター閉館対策経費）
５目　財産管理費11節から流用2,057

12役務費 0 75 75（ふれあいセンター閉館対策経費）
13節から流用51

（ふれあいセンター閉館対策経費）

15節から流用24

13委託料 1,580 △ 51 1,529（ふれあいセンター閉館対策経費）
12節へ流用△51

15工事請負費 3,423 △ 24 3,399（ふれあいセンター閉館対策経費）
12節へ流用△24

　　５目 財産管理費

　　８目 ふれあいセン

　　　　 ター費

款　　項　　目 説            明

２款 総務費

　１項 総務管理費

　　１目 一般管理費

　　２目 文書広報費 



　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

11需用費 6,907 419 7,326（女性センター運営事業）13節から流用295

（女性センター運営事業）13節から流用63

（女性センター運営事業）13節から流用61

13委託料 12,872 △ 419 12,453（女性センター運営事業）11節へ流用△295

（女性センター運営事業）11節へ流用△63

（女性センター運営事業）11節へ流用△61

23償還金、利 17,000 3,400 20,400（市税還付金、還付加算金）予備費充用1,000

　子及び割引 （市税還付金、還付加算金）予備費充用1,300

　料 （市税還付金、還付加算金）予備費充用1,100

11需用費 3,410 27 3,437（課税事務費）13節から流用142

（課税事務費）18節へ流用△115

12役務費 12,354 △ 44 12,310（収税事務費）13節へ流用△44

13委託料 47,186 △ 98 47,088（課税事務費）11節へ流用△142

（収税事務費）12節から流用44

18備品購入費 0 115 115（課税事務費）11節から流用115

13委託料 49,158 △ 633 48,525（地域デイケア施設運営事業）

19節へ流用△549

（地域デイケア施設運営事業）

19節へ流用△84

19負担金、補 380,222 633 380,855（障害福祉事務費）13節から流用549

　助及び交付 （障害福祉事務費）13節から流用84

　金

11需用費 785 326 1,111（学童保育室運営規模適正化対策事業）

18節から流用326

13委託料 77,829 △ 6,394 71,435（放課後児童対策事業）

２目　児童措置費20節へ流用△5,618

（放課後児童対策事業）

４目　児童福祉施設費11節へ流用△450

（放課後児童対策事業）

４目　児童福祉施設費13節へ流用△326

18備品購入費 4,234 △ 326 3,908（学童保育室運営規模適正化対策事業）

11節へ流用△326

12役務費 1,350 230 1,580（子ども手当支給事業）20節から流用230

　　　 　費

　　２目 児童措置費

　　１目 税務総務費

　　２目 賦課徴収費

３款 民生費

　１項 社会福祉費

　　６目 障害福祉費

　２項 児童福祉費

　　９目 女性センター

　　　　 費

　２項 徴税費

款　　項　　目 説            明

　　１目 児童福祉総務



　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

20扶助費 1,275,205 5,388 1,280,593（子ども手当支給事業）12節へ流用△230
（子ども手当支給事業）

１目　児童福祉総務費13節から流用5,618

13委託料 2,042 525 2,567（児童扶養手当支給事業）20節から流用525

20扶助費 261,396 △ 525 260,871（児童扶養手当支給事業）13節へ流用△525

11需用費 46,295 477 46,772（赤ちゃんの駅整備事業）18節から流用27
（上広谷児童館運営事業）

１目　児童福祉総務費13節から流用450

13委託料 605,840 104 605,944（公立保育所運営事業）18節へ流用△208
（民間保育所運営支援事業）18節へ流用△14

（つどいの広場運営事業）

１目　児童福祉総務費13節から流用326

18備品購入費 3,555 195 3,750（赤ちゃんの駅整備事業）11節へ流用△27
（公立保育所運営事業）13節から流用208

（公立保育所運営事業）13節から流用14

12役務費 285 63 348（生活保護事務費）18節から流用63

13委託料 3,280 608 3,888（生活保護事務費）18節から流用608

18備品購入費 3,004 △ 671 2,333（生活保護事務費）12節へ流用△63
（生活保護事務費）13節へ流用△608

11需用費 2,563 148 2,711（成人保健事業）13節から流用148
　　２目 予防費

13委託料 173,525 △ 1,787 171,738（成人保健事業）11節へ流用△148
（成人保健事業）

６目　保健センター費11節へ流用△1,639

　　３目 母子衛生費

13委託料 59,216 △ 498 58,718（母子保健事業）19節へ流用△498

19負担金、補 0 498 498（母子保健事業）13節から流用498
　助及び交付

　金

13委託料 4,586 △ 40 4,546（公害対策経費）18節へ流用△40

18備品購入費 0 40 40（公害対策経費）13節から流用40

　　１目 生活保護総務

　　　 　費

４款 衛生費

　１項 保健衛生費

　　５目 公害対策費

款　　項　　目 説            明

　　３目 母子福祉費

　　４目 児童福祉施設

　　　 　費

　３項 生活保護費



　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

 7賃金 4,696 △ 136 4,560（保健センター運営事業）12節へ流用△27

（保健センター運営事業）18節へ流用△109

11需用費 3,478 1,639 5,117（保健センター運営事業）

２目　予防費13節から流用1,639

12役務費 1,097 27 1,124（保健センター運営事業）7節から流用27

18備品購入費 0 109 109（保健センター運営事業）7節から流用109

　２項 清掃費

　　１目 塵芥処理費  8報償費 2,650 158 2,808（集団資源回収事業）13節から流用158

13委託料 6,789 △ 158 6,631（塵芥処理事業）8節へ流用△158

19負担金、補 63,427 △ 90 63,337（区域外設置下水道管理事業）23節へ流用△90
　助及び交付

　金

23償還金、利 30 90 120（区域外設置下水道管理事業）19節から流用90

　子及び割引

　料

６款 農林水産業費

13委託料 504 △ 13 491（農地維持保全事業）

４目　農業交流センター費11節へ流用△13

 7賃金 2,067 △ 42 2,025（農業交流センター運営事業）11節へ流用△42

11需用費 1,960 229 2,189（農業交流センター運営事業）13節から流用174

（農業交流センター運営事業）7節から流用42

（農業交流センター運営事業）

３目　農業振興費13節から流用13

13委託料 36,829 △ 174 36,655（農業交流センター運営事業）11節へ流用△174

　１項 土木管理費 11需用費 416 21 437（建築事務費）13節から流用21

13委託料 7,487 △ 21 7,466（公共施設保安管理事業）11節へ流用△21

　２項 道路橋りよう費

　　１目 道路橋りよう  9旅費 57 47 104（道水路管理事業）14節から流用47

14使用料及び 1,179 △ 47 1,132（道水路管理事業）9節へ流用△47

　賃借料

11需用費 7,631 326 7,957（道水路維持修繕事業）15節から流用326

　　　　 総務費

　　２目 道路維持費

　　３目 農業振興費

　　４目 農業交流セン

　　　　 ター費

８款 土木費

　　１目 土木総務費

款　　項　　目 説            明

　　６目 保健センター

　　　 　費

　　３目 下水道処理費

　１項 農業費



　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

13委託料 67,379 7,724 75,103（道水路維持修繕事業）
３目　道路新設改良費13節から流用2,741

（道水路維持修繕事業）

３目　道路新設改良費13節から流用4,983

14使用料及び 7,573 3,967 11,540（道水路維持修繕事業）15節から流用2,180
　賃借料 （道水路維持修繕事業）

３目　道路新設改良費13節から流用1,787

15工事請負費 74,067△ 10,984 63,083（道水路維持修繕事業）11節へ流用△326
（道水路維持修繕事業）14節へ流用△2,180

（道路舗装修繕事業(繰越明許費分)）

４目　交通安全対策費15節へ流用△8,478

13委託料 46,303 △ 9,810 36,493（一本松地区整備事業）17節へ流用△299
（一本松地区整備事業）

２目　道路維持費13節へ流用△2,741

（一本松地区整備事業）

２目　道路維持費13節へ流用△4,983

（一本松地区整備事業）

２目　道路維持費14節へ流用△1,787

15工事請負費 18,032 △ 955 17,077（道水路整備事業）22節へ流用△955

17公有財産購 364,499 299 364,798（道水路整備事業）13節から流用299
　入費

22補償、補填 252,746 955 253,701（道水路整備事業）15節から流用955
　及び賠償金

15工事請負費 60,392 8,478 68,870（道路交通環境安全対策事業(繰越明許費分)）
２目　道路維持費15節から流用8,478

13委託料 89,840 △ 1,037 88,803（公園みどり管理事業）16節へ流用△331
（公園みどり管理事業）16節へ流用△706

16原材料費 300 1,037 1,337（公園みどり管理事業）13節から流用331
（公園みどり管理事業）13節から流用706

13委託料 3,008 △ 50 2,958（災害対策事業）19節へ流用△50

19負担金、補 175 50 225（防災事務費）13節から流用50
　助及び交付

　金

 8報償費 2,564 180 2,744（学校給食センター更新施設整備事業）
13節から流用180

　１項 教育総務費

　　２目 事務局費

　３項 都市計画費 

　　４目 公園費

９款 消防費

　１項 消防費 

　　２目 防災費 

10款 教育費

款　　項　　目 説            明

　　３目 道路新設改良

　　　 　費

　　４目 交通安全対策

　　　 　費



　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

13委託料 30,117 △ 180 29,937（学校給食センター更新施設整備事業）

8節へ流用△180

11需用費 6,731 △ 14 6,717（教育センター運営事業）18節へ流用△14

13委託料 5,000 △ 16 4,984（教育センター運営事業）18節へ流用△16

18備品購入費 49 30 79（教育センター運営事業）11節から流用14

（教育センター運営事業）13節から流用16

13委託料 670 △ 320 350（社会教育事務費）

４目　文化財保護費14節へ流用△320

11需用費 35,805 2,252 38,057（西公民館運営事業）13節から流用158

（西公民館運営事業）13節から流用196

（南公民館運営事業）13節から流用311

（南公民館運営事業）13節から流用638

（北公民館運営事業）13節から流用34

（富士見公民館運営事業）13節から流用383

（大橋公民館運営事業）13節から流用156

（南公民館運営事業）

３目　図書館費13節から流用376

13委託料 43,661 △ 1,876 41,785（西公民館運営事業）11節へ流用△158

（西公民館運営事業）11節へ流用△196

（南公民館運営事業）11節へ流用△311

（南公民館運営事業）11節へ流用△638

（北公民館運営事業）11節へ流用△34

（富士見公民館運営事業）11節へ流用△383

（大橋公民館運営事業）11節へ流用△156

11需用費 15,345 328 15,673（図書館運営事業）13節から流用137

（図書館運営事業）13節から流用19

（図書館運営事業）13節から流用156

（図書館運営事業）13節から流用16

13委託料 28,773 △ 704 28,069（図書館運営事業）11節へ流用△137

（図書館運営事業）11節へ流用△19

（図書館運営事業）11節へ流用△156

（図書館運営事業）11節へ流用△16

（図書館運営事業）

２目　公民館費11節へ流用△376

11需用費 1,861 685 2,546（文化財保護保存事業）14節へ流用△260

（文化財保護保存事業）予備費充用945

13委託料 8,395 △ 214 8,181（文化財保護保存事業）14節へ流用△214

款　　項　　目 説            明

　　３目 図書館費

　　４目 文化財保護費

　　３目 教育センター

　　　 　費

　５項 社会教育費

　　１目 社会教育総務

　　　 　費

　　２目 公民館費



　　　(単位　千円）

節 予 算 額 流用増減額 予 算 現 額

14使用料及び 1,847 794 2,641（文化財保護保存事業）11節から流用260
　賃借料 （文化財保護保存事業）13節から流用214

（文化財保護保存事業）

１目　社会教育総務費13節から流用320

11需用費 329,678 2,952 332,630（学校給食運営事業）13節から流用1,110
（学校給食運営事業）予備費充用1,842

13委託料 57,715 △ 1,110 56,605（学校給食運営事業）11節へ流用△1,110

款　　項　　目 説            明

　６項 保健体育費

　　２目 学校給食費




